
船舶事故調査報告書 

平成２９年３月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１１月２３日 ０４時５０分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市上水
かみみず

島南方沖 

 上水島三等三角点から真方位１８０°１.７２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２６.１′ 東経１３３°４２.９′） 

事故の概要  貨物船第三十八大盛
たいせい

丸は、錨泊中、また、引船第十八山
さん

和
わ

丸は、東

進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年１１月２４日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第三十八大盛丸、４９８トン 

   １４１３６６、戎井海運有限会社、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構 

Ｂ 引船 第十八山和丸、９８.９５トン 

１２５２１３、山和船舶海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

  甲板員Ｂ、六級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に凹損 

Ｂ 右舷船首部防舷材の取付金具に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約１.９m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、船首を北方に向け、錨泊中を

示す灯火を表示し錨泊していた。 

船長Ａは、自室で休憩中、船体に衝撃を感じて昇橋した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂほか１人が乗り組み、約８ノットの対

地速力で、自動操舵により東進していた。 

 甲板員Ｂは、単独の船橋当直につき、レーダーを０.５Ｍレンジに

設定し、レーダーと舵輪との間に立ち、眠気を感じながら操船中、船

首方至近にＡ船を視認して左舵を取ったが、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、船橋を無人の状態として錨泊していたものと考えられる。 

 Ｂ船は、単独で船橋当直中の甲板員Ｂが、見張りを適切に行ってい

なかったことから、Ａ船に気付くのが遅れたものと考えられる。 

 甲板員Ｂは、眠気を感じていたことから、覚醒水準が低下していた

可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が錨泊中、Ｂ船が東進中、単独で船橋当直中



の甲板員Ｂが、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突し

たものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うとともに適切な操船を行うこと。 

 ・眠気を感じたら船長に報告すること。 

 


